
北海道浦河高等学校いじめ対策委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 「いじめ防止対策推進法」第２２条に基づき、校内に「いじめ対策委員会」を設置

する。 

 

（委員会の目的） 

第２条 法の趣旨に基づき、いじめの未然防止に向け情報の収集や業務の企画を行い、業務

の実行に当たっては各分掌に指導助言を行うものとする。 

 

（業務の内容） 

第３条 委員会は、いじめの防止に係る次の業務を行う。 

 （１） いじめの未然防止の体制整備及び取組の指導助言 

 （２） いじめの状況把握及び分析 

 （３） いじめを受けた生徒への相談及び支援 

 （４） いじめを受けた生徒の保護者への相談及び支援 

 （５） いじめを行った生徒への指導 

 （６） いじめを行った生徒の保護者への助言 

 （７） 専門的な知識を有する識者との連携 

 （８） その他いじめの防止に係ること 

 

（委員の構成） 

第４条 委員は次により構成し、校長が命課する。 

  校長 教頭 総務部長 教務部長 生徒指導部長 教育相談特別支援委員会委員長 

各年次主任 養護教諭 〔専門家（識者）〕 

 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営等についての必要な事項は、校長が別

に定める。 

 

付則  この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


